
 

1 
 

令和２年６月２４日 
記者発表資料 

県⽴⾼校等の「通常登校」の実施時期について前倒し
を予定しています 

県内の新型コロナウイルス感染症の新規陽性患者数が減少傾向となっており、６月１８日に神奈

川県対処方針が改定され、営業時間の短縮や県域を越えた移動の自粛の要請等が解除（ステ

ップ２へ移行）されたこと等を受け、県教育委員会では、５月２２日に示した「県立学校の教育活

動の再開等に関するガイドライン（高等学校・中等教育学校）」（以下、「ガイドライン」という）にお

ける県立高校等の段階的な再開の期間等を変更し、「通常登校」の実施時期について前倒しを

予定しています。 

１ 「通常登校」の実施時期の前倒しの考え方について 
○緊急事態宣言解除後の県内の感染者の状況について、＊「新規陽性患者数は１０人以下

の状況が続いており、新規感染者数が０人となる日（６月８日、１０日、１４日）もあり、減少

傾向となっており、感染拡大は抑えられている」。また、県立高校等においても、校内の

消毒作業などの感染症対策を徹底している。 

＊令和２年６月１８日「第１２回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議」資料より 

○６月１８日に神奈川県対処方針が改定され、営業時間の短縮や県域を越えた移動の自

粛の要請等が解除された。 

○「ガイドライン」において、「県内の感染状況等や国の動向等により、期間等については変

更する場合がある」としている。 

○こうしたことなどを受け、県立高校等の教育活動の段階的再開の期間等を変更し、「通常

登校」の実施時期について、慎重に判断しつつ、前倒しを予定している。 

 

２ 段階的再開の期間等の前倒しの内容について 
○「分散登校Ⅱ」（６月２２日～２７日）及び「時差短縮Ⅰ」（６月２９日～７月４日）までは、当初

の予定の通りとする。 

○「時差短縮Ⅱ」（７月６日～８月２９日）の期間中である、７月上旬（６月１９日から概ね３週間

後）における県内感染状況が現状と同程度である場合は、「時差短縮Ⅱ」の期間を１週間

に短縮し、７月１３日（月曜日）から「通常登校」に移行する。 
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再開の段階 当初予定の期間 変更後の期間 教育活動の概要 生徒数 始業 

分散登校Ⅱ 
６月 22 日(月曜日)

から

６月 27 日(土曜日)

まで

予定通り 

生徒は週３回登校 
40分×３時間 
午前・午後に学年の半数ずつ登校 
在校時間は３時間以内、昼食なし 

20 名／室 

午前部 
9:50 

午後部 
13:00 

時差短縮Ⅰ 
６月 29 日(月曜日)

から

７月４日(土曜日)

まで

予定通り 
生徒は毎日登校 
40分×３時間 
在校時間は４時間以内、昼食可 

40 名／室 9:50 

時差短縮Ⅱ 
７月６日(月曜日)

から

８月 29 日(土曜日)

まで

７月６日(月曜日) 

から 

生徒は毎日登校 
40分×６時間 昼食あり 

40 名／室 9:20 

通常登校 ８月 31 日(月曜日)

から

７月 13 日(月曜日) 

から 

生徒は毎日登校（土曜は学校の判断） 
50分×６時間（学校による）昼食あり 

40 名／室 8:40 

部活動 感染症対策をとりながら「時差短縮Ⅰ」から段階的に実施。ただし、代替大会に伴う
特例措置あり。「通常登校」から同様の対策のもと通常通り実施。 

学校行事 

[基本的な考え方] 「通常登校」となるまで「延期」。その後は「校長判断」により実
施を可とする。実施する場合には、感染防止に万全の措置を講じ
ること。 

学校行事 実施に当たっての方針等（例） 

遠足 
修学旅行 
（国内） 

「通常登校」となるまで「延期」。その後は、長時間移動することや、宿
泊を伴う場合は集団で宿泊することによる感染リスクについて、県内や
旅行先の感染状況を見極めて、「校長判断」により実施を可とする。 
実施する場合は、国が６月 23 日付けで示した「旅行関連業における新
型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き（第
２版）」に基づいた、万全の対応をとること。 

文化祭 
体育祭 

「通常登校」となるまで「延期」。その後は「校長判断」により実施を可
とする。 
実施する場合には、感染防止に万全の措置を講じること。 
特に、不特定多数の人が学校に出入りすることによる生徒への感染リス
クを避ける措置を講じること。 

学校説明会 

「通常登校」となるまで「延期」。その後は「校長判断」により実施を可
とする。 
実施する場合には、一度に参加する人数を抑えたり、時間を短縮したり
するなど、感染防止に万全の措置を講じること。 
ホール等の定員が明確な施設で実施する場合は、参加人数については県
対処方針のイベントの開催基準（収容定員に対する参加人数の割合を半
分以内とする）に従うこと。 

３ 今後（変更後）の対応について 

〇これまで、県立高校等において、毎日行っている校内の消毒作業や毎朝の健康チェック

をはじめとした感染症対策を実施していることから、今後とも、そうした基本的な感染症対

策の徹底を図るなど、引き続き新型コロナウイルス感染症の感染防止に万全の措置を講

じるとともに、より一層学習活動の充実を図り、生徒の学びの保障に取り組んでいく。 

○相当長期間にわたり、新型コロナウイルス感染症と共に生きていかなければならないとい

う認識の下、今後とも、授業においてＩＣＴを活用した学習を推進するほか、オンラインに

よる学習も活用する。感染の第２波、第３波の懸念に対しても、こうした学習の充実を図る

ことで対応していく。 

○生徒及び教職員が罹患した場合、状況を的確に把握した上で、濃厚接触者の特定がで

きるまでの間、原則として臨時休業し、校内の消毒作業を徹底する。その後、保健所等や
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学校医の意見を踏まえ、臨時休業の実施、期間について決定する。 

○今後も、県内の感染状況等を踏まえ、「時差短縮」や「分散登校」に戻すことを含め、教育

活動の段階や期間等について検討する。 

○生徒の通学時間帯について特段の配慮が必要であると校長が判断する場合は、県教育

委員会と協議の上、「通常登校」移行後においても、時差通学の実施を可能とする。 

４ 県立特別支援学校について 

○県立特別支援学校には、基礎疾患がある児童・生徒等や、医療的ケアを必要とする児

童・生徒等など、感染すると重症化するリスクが高い児童・生徒等のほか、障害の状態を

踏まえた、より丁寧な対応が必要な児童・生徒等が在籍していることなどから、教育活動

の段階的再開については、より一層慎重に進めていくことが必要である。そのため、「県

立学校の教育活動の再開等に関するガイドライン（特別支援学校）」に記載した予定通り

とする。 

 

※なお、県内の感染状況や国の動向等により、期間等については変更する場合がある。 

問合せ先  

（高等学校及び中等教育学校について） 

神奈川県教育委員会教育局指導部高校教育課 

課長         増田 電話045-210-８２４０ 

教育課程指導グループ  横谷  電話045-210-8260 

（特別支援学校について） 

神奈川県教育委員会教育局支援部特別支援教育課 

課長         萩庭 電話045-２１０-８２１４ 

教育指導グループ   荒井 電話045-２１０-８２７６ 


